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二
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三
、
地
方
自
治
法
第
百
二
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
説
明
の
た
め
、
こ
の
会
議
に
出
席
し
た
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
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松
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四
、
本
会
議
の
事
務
局
職
員
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議

会

事

務

局

長 
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田
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夫 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

議
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五
、
議 
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別
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の
と
お
り
で
あ
る
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議 
 

 

事 
 

 

日 
 

 

程 

  
小
値
賀
町
議
会
第
二
回
定
例
会 

 

平
成
二
十
三
年
六
月
十
七
日
（
金
曜
日
） 

 

午
前
九
時
三
十
分 

 

開 

議 

  

第 

一 
 

会
議
録
署
名
議
員
指
名
（ 

近
藤
育
雄
議
員 

・ 

松
屋
治
郎
議
員 

） 

第 

二 
 

議
案
第
三
八
号 

平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

第 

三 
 

議
案
第
三
五
号 

古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案 

第 

四 
 

議
案
第
三
六
号 
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て 

第 

五 
 

議
案
第
三
七
号 
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て 

第 

六 
 

議
案
第
三
九
号 

平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
渡
船
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

第 

七 
 

議
案
第
四
〇
号 

平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
） 

第 

八 
 

推

薦

第

一

号 

小
値
賀
町
農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て 

第 

九 
 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

第 

十 
 

産
業
建
設
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

第 

十
一 

広
報
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 

第 

十
二 

議
会
運
営
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て 
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午
前
九
時
三
十
分
開
議 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
。 

 
こ
れ
か
ら
本
日
の
会
議
を
開
き
ま
す
。 

 

本
日
の
議
事
日
程
は
お
手
元
に
配
布
し
た
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。 

 

日
程
第
一
、
会
議
録
署
名
議
員
の
指
名
を
行
い
ま
す
。 

 

本
日
の
会
議
録
署
名
議
員
は
、
会
議
規
則
第
百
十
八
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
一
番
・
近
藤
育
雄
議
員
、
二
番
・
松
屋
治
郎
議
員
を
指
名
し
ま 

す
。 

 

日
程
第
二
、
議
案
第
三
八
号
、
平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
議
題
と
し
、
昨
日
の
議
事
を
続
け
ま
す
。 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

次
に
、
第
二
表
『
地
方
債
補
正
』
に
つ
い
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

 

ま
ず
、
原
案
に
反
対
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

（
「
反
対
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

反
対
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

次
に
、
原
案
に
賛
成
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

浦

 

議

員 
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七
番
（
浦 

英
明
） 

私
は
、
総
論
賛
成
で
す
。 

 
二
十
三
年
度
当
初
予
算
は
、
町
長
選
挙
の
た
め
、
骨
格
予
算
で
あ
り
、
今
回
の
一
号
補
正
で
そ
の
肉
付
け
を
行
な
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
中
で
、

漁
業
用
燃
油
高
騰
対
策
事
業
補
助
金
は
厳
し
い
漁
業
状
況
の
中
、
漁
家
経
営
の
一
助
に
な
る
政
策
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
今
後
も
継
続
し
て
、
こ

の
よ
う
な
政
策
を
打
ち
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

た
だ
、
敬
老
祝
金
に
つ
い
て
は
、
厳
し
い
財
政
状
況
、
高
齢
者
の
増
加
の
中
、
全
国
の
各
自
治
体
が
廃
止
や
見
直
し
を
進
め
て
い
る
中
、
近
隣

自
治
体
も
、
殆
ど
が
見
直
し
す
る
中
、
ま
た
、
長
崎
県
も
廃
止
す
る
中
、
旧
制
度
に
戻
す
と
は
納
得
い
か
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
現
代
社
会
の

流
れ
に
逆
行
す
る
の
は
如
何
な
も
の
か
と
察
す
る
に
余
り
有
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
老
人
ク
ラ
ブ
の
総
会
で
、
そ
の
よ
う
な
話
が
出
た
の
な
ら
、

い
ざ
知
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
政
策
と
も
思
え
な
い
行
政
を
司
っ
て
い
け
ば
、
そ
の
う
ち
財
政
状
況
は
再
び
厳
し
い
状
況
に
陥
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、

火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
で
す
。
敬
老
祝
金
を
元
に
戻
す
と
、
財
政
的
負
担
が
増
し
、
当
時
の
議
論
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
兼
ね
な
い
と
思

い
ま
す
。
我
々
が
議
会
で
議
論
し
た
内
容
を
、
二
年
し
か
経
た
な
い
の
に
元
に
戻
す
と
は
、
議
会
軽
視
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
敬
老
祝
金
だ
け
苦
言

を
呈
し
ま
し
て
、
私
は
議
案
第
三
八
号
、
平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て
、
賛
成
を
い
た
し
ま
す
。 

 

以
上
、
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

ほ
か
に
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
賛
成
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

賛
成
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
八
号
、
平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
採
決
し
ま
す
。 

 

こ
の
表
決
は
、
起
立
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。 

 

議
案
第
三
八
号
、
平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
、
起
立

願
い
ま
す
。 

（
賛
成
者
起
立
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

起
立
多
数
で
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
八
号
、
平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 
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日
程
第
三
、
議
案
第
三
五
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 
本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 

町
長
（
西 

浩
三
） 

議
案
第
三
五
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
の
提
案

理
由
に
つ
い
て
、
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

今
回
の
改
正
は
、
今
般
、
小
値
賀
町
浜
津
郷
二
九
番
地
一
に
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
、
「
た
も
と
邸
」
が
完
成
い
た
し
ま
し
た
。 

こ
れ
に
よ
り
ま
し
て
、
本
条
例
第
二
条
に
「
た
も
と
邸
」
を
新
た
に
追
加
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
提
案
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
れ
に
よ
り
ま
し
て
、
昨
年
九
月
に
三
棟
の
体
験
交
流
館
が
オ
ー
プ
ン
い
た
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
四
軒
と
な
り
、
更
な
る
観
光
客
の
誘
致
に

繋
が
る
も
の
と
期
待
を
し
て
お
り
ま
す
。 

附
則
と
い
た
し
ま
し
て
、
本
条
例
は
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
適
正
な
ご
決
定
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊

藤

議

員 

九
番
（
伊
藤
忠
之
） 

今
回
、
新
し
く
「
た
も
と
邸
」
が
出
来
ま
し
た
ん
で
す
が
、
こ
れ
の
料
金
の
設
定
は
分
か
り
ま
す
か
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

産
業
振
興
課
長 

産
業
振
興
課
長
（
熊
脇
一
也
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

正
式
な
料
金
の
設
定
は
、
未
だ
指
定
管
理
者
等
の
関
係
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
決
定
は
し
て
お
り
ま
せ
ん
け
ど
も
、
大
体
の
と
こ
ろ
、
四
万
円

程
度
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
は
考
え
て
お
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 
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こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 
こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 
討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
五
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
五
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案
は
、
原
案
の

と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
四
、
議
案
第
三
六
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

地
方
自
治
法
第
百
十
七
条
の
規
定
に
よ
っ
て
除
斥
に
該
当
し
ま
す
の
で
、
小
辻
議
員
の
退
場
を
求
め
ま
す
。 

 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

（
小
辻
隆
治
郎
議
員
退
場
） 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

九 

時 

三
十
七 

分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

九 

時 

三
十
八 

分 

― 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

再
開
し
ま
す
。 

本
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 

町
長
（
西 

浩
三
） 

議
案
第
三
六
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
、
提
案
理
由
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 
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地
方
自
治
法
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
六
項
及
び
、
先
程
、
議
案
第
三
五
号
で
ご
承
認
い
た
だ
き
ま
し
た
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の

設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
ご
提
案
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

指
定
管
理
者
に
し
よ
う
と
す
る
団
体
は
、
管
理
実
績
が
あ
り
ま
す
小
値
賀
町
笛
吹
郷
二
七
九
一
番
地
一
三
の
『
株
式
会
社
小
値
賀
観
光
ま
ち
づ

く
り
公
社
』
で
、
そ
の
指
定
の
期
間
は
、
平
成
二
十
三
年
七
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
を
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

以
上
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
適
正
な
ご
決
定
を
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 
こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

伊

藤

議

員 

九
番
（
伊
藤
忠
之
） 

こ
の
「
た
も
と
邸
」
で
す
け
ど
も
、
皆
さ
ん
ご
承
知
と
思
い
ま
す
が
、
山
の
中
腹
に
あ
っ
て
で
す
ね
、
一
軒
だ
け
ち
ょ
っ

と
ポ
ッ
と
離
れ
た
所
で
、
近
く
の
皆
さ
ん
が
で
す
ね
、
「
非
常
に
安
全
面
に
物
凄
く
注
意
を
し
て
下
さ
い
。
」
と
い
う
こ
と
で
、
よ
く
話
を
聞
く

ん
で
す
が
、
管
理
者
と
の
安
全
面
と
か
、
例
え
ば
今
回
の
大
雨
の
時
の
で
す
ね
、
災
害
な
ん
か
も
一
応
含
め
て
管
理
者
と
相
談
を
し
た
の
か
ど
う

か
、
お
伺
い
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

産
業
振
興
課
長 

産
業
振
興
課
長
（
熊
脇
一
也
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

指
定
管
理
者
の
申
込
書
が
あ
っ
た
時
点
で
、
一
応
の
話
し
合
い
は
し
て
い
る
ん
で
す
け
ど
も
、
こ
の
よ
う
な
大
雨
と
か
の
場
合
の
で
す
ね
、
処

置
と
い
う
か
対
応
ま
で
は
未
だ
し
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
後
、
協
定
書
辺
り
の
中
で
で
す
ね
、
盛
り
込
ん
で
謳
い
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ
て

お
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 
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ま
ず
、
原
案
に
反
対
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

（
「
反
対
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

反
対
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

次
に
、
原
案
に
賛
成
者
の
発
言
を
許
し
ま
す
。 

（
「
賛
成
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

賛
成
討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
六
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 

こ
の
表
決
は
、
起
立
に
よ
っ
て
行
い
ま
す
。 

 

議
案
第
三
六
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
賛
成
の
方
は
、
起

立
願
い
ま
す
。 

（
賛
成
者
起
立
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

起
立
全
員
で
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
六
号
、
古
民
家
島
暮
ら
し
体
験
交
流
館
の
指
定
管
理
者
の
指
定
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

し
ば
ら
く
休
憩
し
ま
す
。 

― 

休 

憩 
 
 

午 

前 
 

九 

時 

四
十
一 

分 

― 

― 

再 

開 
 
 

午 

前 
 

九 

時 

四
十
二 

分 

― 

（
小
辻
隆
治
郎
議
員
入
場
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

再
開
し
ま
す
。 

 

日
程
第
五
、
議
案
第
三
七
号
、
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
件
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 

町
長
（
西 

浩
三
） 

議
案
第
三
七
号
、
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て
、
ご
説
明
を
い
た
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し
ま
す
。 

 
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
、
南
高
北
東
部
環
境
衛
生
組
合
が
解
散
し
た
こ
と
に
伴
い
、
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
の
協
同

処
理
す
る
団
体
に
変
更
が
生
じ
ま
し
た
の
で
、
地
方
自
治
法
第
二
百
八
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
か
ら

南
高
北
東
部
環
境
衛
生
組
合
を
脱
却
せ
し
め
、
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
の
規
約
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
議
会
の
議
決
を
求
め
る
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
ご
承
認
賜
り
ま
す
よ
う
お
願
い
を
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 
こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
七
号
、
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

本
件
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
七
号
、
長
崎
県
市
町
村
総
合
事
務
組
合
を
組
織
す
る
地
方
公
共
団
体
の
数
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
原
案
の
と
お
り
可
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決
さ
れ
ま
し
た
。 

 
日
程
第
六
、
議
案
第
三
九
号
、
平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
渡
船
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 

町
長
（
西 
浩
三
） 

議
案
第
三
九
号
、
平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
渡
船
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て
、
ご
説
明
い
た
し

ま
す
。 

 

今
回
の
補
正
予
算
の
主
な
内
容
は
、「
さ
い
か
い
」
が
航
海
中
、
海
底
の
石
と
接
触
し
損
傷
し
た
の
で
、
そ
の
修
繕
費
の
計
上
と
平
成
二
十
二

年
度
か
ら
の
繰
越
額
が
確
定
し
ま
し
た
の
で
、
そ
の
補
正
が
主
な
も
の
で
、
既
定
の
歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
に
そ
れ
ぞ
れ
二
百
十
二
万
七
千
円
を

追
加
し
、
予
算
総
額
を
五
千
七
百
九
十
二
万
七
千
円
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

以
上
で
、
補
正
予
算
の
概
要
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
担
当
課
長
よ
り
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
適
正
な
ご
決
定
を
賜
り
ま
す
よ

う
お
願
い
を
申
し
上
げ
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

産
業
振
興
課
専
門
幹 

産
業
振
興
課
専
門
幹
（
蛭
子
晴
市
） 

議
案
第
三
九
号
の
内
容
に
つ
い
て
、
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

第
一
条
は
、
第
一
表
「
歳
入
歳
出
予
算
補
正
」
に
示
し
ま
す
と
お
り
、
既
定
の
予
算
に
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
二
百
十
二
万
七
千
円
を
追
加
し
、

補
正
後
の
総
額
を
五
千
七
百
九
十
二
万
七
千
円
に
す
る
も
の
で
す
。 

予
算
説
明
書
の
事
項
別
明
細
書
七
頁
の
歳
入
か
ら
、
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

一
款
・
渡
船
事
業
収
入
、
二
項
・
さ
い
か
い
営
業
収
入
を
八
十
四
万
八
千
円
増
額
し
、
二
百
四
万
五
千
円
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
四
目
・
雑
入

に
お
い
て
、
今
回
の
事
故
に
伴
う
修
繕
の
約
八
割
を
見
込
み
ま
し
た
。 

 

五
款
、
一
項
・
繰
越
金
を
百
二
十
七
万
九
千
円
増
額
し
、
百
七
十
七
万
九
千
円
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
平
成
二
十
二
年
度
か
ら
の
繰
越
金
が
確

定
し
ま
し
た
の
で
計
上
す
る
も
の
で
す
。 

 

八
頁
、
歳
出
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

一
款
・
渡
船
事
業
費
、
一
項
・
渡
船
管
理
費
、
一
目
・
渡
船
総
務
費
を
五
万
円
増
額
し
、
一
千
五
百
五
十
七
万
二
千
円
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、 
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来
年
度
か
ら
補
助
金
の
シ
ス
テ
ム
が
変
わ
る
た
め
、
説
明
会
等
の
旅
費
が
追
加
補
正
で
す
。 

二
目
・
は
ま
ゆ
う
運
航
費
を
六
十
七
万
円
増
額
し
、
二
千
百
七
十
二
万
九
千
円
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
燃
油
の
高
騰
に
よ
る
燃
料
費
の
増
額
を 

見
込
み
ま
し
た
。 

 

三
目
・
さ
い
か
い
運
航
費
を
百
四
十
万
七
千
円
増
額
し
、
一
千
七
百
二
十
一
万
四
千
円
と
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
今
回
の
事
故
に
伴
う
、
十
一
節

の
修
繕
料
百
十
万
三
千
円
と
十
四
節
の
船
舶
借
上
料
二
十
万
円
が
主
な
も
の
で
、
合
わ
せ
て
十
一
節
、
燃
料
費
、
十
二
節
、
無
線
局
定
期
検
査
手

数
料
も
見
込
み
ま
し
た
。 

 

以
上
に
よ
り
、
渡
船
管
理
費
の
総
額
を
二
百
十
二
万
七
千
円
増
額
し
、
五
千
四
百
五
十
一
万
五
千
円
と
し
ま
し
た
。 

 

以
上
で
、
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

第
一
表
『
歳
入
歳
出
予
算
補
正
』
に
つ
い
て
、
歳
入
か
ら
順
番
に
款
を
追
っ
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 

第
一
款
・
渡
船
事
業
収
入 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

第
五
款
・
繰

越

金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

歳
出
に
移
り
ま
す
。 

 

第
一
款
・
渡
船
事
業

費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

土

川

議

員 

五
番
（
土
川
重
佳
） 

三
目
・
さ
い
か
い
運
航
費
で
ご
ざ
い
ま
す
け
ど
、
十
四
節
、
二
十
一
万
二
千
円
と
あ
り
ま
す
が
、
修
繕
期
間
中
の
借
上
料

で
す
け
ど
も
、
こ
れ
は
何
日
分
を
見
込
ん
で
い
る
ん
で
す
か
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

産
業
振
興
課
専
門
幹 

産
業
振
興
課
専
門
幹
（
蛭
子
晴
市
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

五
日
分
を
見
込
ん
で
お
り
ま
す
。
見
込
む
と
い
う
か
、
五
日
分
で
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
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（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
か
ら
歳
入
歳
出
全
般
に
つ
い
て
、
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 

末

永

議

員 
四
番
（
末
永
一
朗
） 

十
一
節
の
修
繕
料
は
、
保
険
に
は
加
入
し
と
ら
ん
と
で
す
か
ね
。
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

産
業
振
興
課
専
門
幹 

産
業
振
興
課
専
門
幹
（
蛭
子
晴
市
） 

お
答
え
い
た
し
ま
す
。 

 

七
頁
の
雑
入
の
と
こ
ろ
で
、
船
舶
保
険
収
入
と
上
げ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
約
八
割
を
組
ん
で
お
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 
ほ
か
に
質
疑
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
三
九
号
、
平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
渡
船
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
三
九
号
、
平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
渡
船
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
原
案
の
と
お
り
可
決
さ
れ
ま

し
た
。 
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日
程
第
七
、
議
案
第
四
〇
号
、
平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 
本
案
に
つ
い
て
提
案
理
由
の
説
明
を
求
め
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

町

長 
町
長
（
西 

浩
三
） 

議
案
第
四
〇
号
、
平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
に
つ
い
て
、
ご

説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

今
回
の
補
正
予
算
は
、
前
年
度
繰
越
金
の
額
の
確
定
に
よ
り
、
歳
入
で
は
、
一
般
会
計
繰
入
金
の
繰
戻
し
の
計
上
、
歳
出
で
は
、
四
月
か
ら
医

師
一
名
体
制
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
勤
務
の
軽
減
を
図
る
た
め
、
代
診
の
応
援
謝
礼
、
当
直
・
日
直
謝
礼
、
特
定
健
診
医
師
謝
礼
の
計
上

及
び
前
年
度
に
赤
字
補
填
と
し
て
繰
り
入
れ
し
た
予
算
を
一
般
会
計
へ
繰
り
出
す
予
算
の
計
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

歳
入
歳
出
予
算
の
総
額
は
、
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
九
百
七
十
万
円
を
追
加
し
、
四
億
三
千
三
百
七
十
万
円
と
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
、
補
正
予
算
の
概
要
を
ご
説
明
い
た
し
ま
し
た
。 

 

な
お
、
詳
細
に
つ
い
て
は
、
担
当
課
長
よ
り
説
明
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
よ
ろ
し
く
ご
審
議
の
上
、
適
正
な
ご
決
定
を
賜
り
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

診
療
所
事
務
長 

診
療
所
事
務
長
（
尾
野
英
昭
） 

そ
れ
で
は
、
説
明
書
、
事
項
別
明
細
書
の
四
頁
の
補
正
予
算
の
概
要
を
ご
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

歳
入
で
は
、
四
款
・
繰
入
金
、
一
項
・
他
会
計
繰
入
金
、
二
目
・
一
般
会
計
繰
入
金
一
千
五
百
七
十
五
万
円
減
額
し
、
一
項
・
他
会
計
繰
入
金

の
補
正
後
の
総
額
を
三
千
七
十
五
万
円
に
い
た
し
ま
し
た
。 

 

五
款
、
一
項
、
一
目
・
繰
越
金
は
、
前
年
度
分
の
繰
越
金
が
確
定
し
ま
し
た
の
で
、
二
千
五
百
四
十
五
万
円
増
額
し
、
一
項
・
繰
越
金
の
補
正

後
の
総
額
を
三
千
五
百
四
十
五
万
円
に
い
た
し
て
お
り
ま
す
。 

 

歳
出
で
は
、
一
款
・
総
務
費
、
一
項
・
総
務
管
理
費
、
一
目
・
一
般
管
理
費
、
八
節
・
報
償
費
五
百
八
十
九
万
六
千
円
の
増
額
に
つ
き
ま
し
て

は
、
四
月
か
ら
常
勤
医
師
一
名
に
な
っ
た
た
め
、
毎
日
の
当
直
や
土
曜
・
日
曜
日
の
日
直
を
研
修
医
に
手
伝
っ
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、

そ
の
診
療
謝
礼
の
増
額
、
ま
た
、
健
康
管
理
セ
ン
タ
ー
で
行
な
っ
て
お
り
ま
す
、
特
定
健
診
、
本
健
診
に
三
月
末
で
退
職
し
ま
し
た
今
立
医
師
に

非
常
勤
で
来
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
、
そ
の
診
療
へ
の
謝
礼
、
長
崎
医
療
セ
ン
タ
ー
や
青
洲
会
病
院
か
ら
の
土
曜
・
日
曜
の
代
診
応
援
に

係
る
謝
礼
に
よ
る
増
額
で
ご
ざ
い
ま
す
。
十
三
節
・
委
託
料
百
八
十
九
万
六
千
円
の
減
額
は
、
補
助
看
護
師
一
名
の
退
職
に
伴
う
減
額
計
上
で
ご

ざ
い
ま
す
。
二
十
八
節
・
繰
出
金
は
、
前
年
度
分
の
一
般
会
計
繰
入
金
の
中
の
赤
字
補
填
分
と
し
て
繰
り
入
れ
た
精
算
繰
り
戻
し
分
と
し
て
、
五
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百
七
十
万
円
の
計
上
で
、
一
項
・
総
務
管
理
費
の
補
正
後
の
総
額
を
一
億
九
千
五
十
万
三
千
円
と
い
た
し
ま
し
た
。 

 
以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
で
提
案
理
由
の
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
質
疑
を
行
い
ま
す
。 

 

第
一
表
『
歳
入
歳
出
予
算
補
正
』
に
つ
い
て
、
歳
入
か
ら
順
番
に
款
を
追
っ
て
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

 

第
四
款
・
繰

入

金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 
第
五
款
・
繰

越

金 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

歳
出
に
移
り
ま
す
。 

 

第
一
款
・
総

務

費 
 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

こ
れ
か
ら
歳
入
歳
出
全
般
に
つ
い
て
、
ご
質
疑
願
い
ま
す
。 

（
「
質
疑
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

質
疑
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
質
疑
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
討
論
を
行
い
ま
す
。 

 

討
論
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
討
論
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

討
論
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

こ
れ
で
討
論
を
終
わ
り
ま
す
。 

 

こ
れ
か
ら
、
議
案
第
四
〇
号
、
平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
を
採
決
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 
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本
案
は
、
原
案
の
と
お
り
決
定
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
案
第
四
〇
号
、
平
成
二
十
三
年
度
小
値
賀
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第
一
号
）
は
、
原
案
の
と
お
り

可
決
さ
れ
ま
し
た
。 

 

日
程
第
八
、
推
薦
第
一
号
、
小
値
賀
町
農
業
委
員
会
委
員
の
推
薦
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

議
会
推
薦
に
よ
る
農
業
委
員
は
、
一
名
と
し
、
益
永
勝
征
さ
ん
を
推
薦
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
議
会
推
薦
に
よ
る
農
業
委
員
は
、
一
名
と
し
、
益
永
勝
征
さ
ん
を
推
薦
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
九
、
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事

項
に
つ
い
て
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
総
務
文
教
厚
生
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 
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日
程
第
十
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 
産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事
項
に

つ
い
て
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 
異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
産
業
建
設
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
十
一
、
広
報
常
任
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

広
報
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事
項
に
つ
い

て
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

広
報
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 

（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
広
報
常
任
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

日
程
第
十
二
、
議
会
運
営
委
員
会
の
閉
会
中
の
継
続
調
査
（
審
査
）
に
つ
い
て
を
議
題
と
し
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
、
会
議
規
則
第
七
十
五
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
お
手
元
に
配
り
ま
し
た
委
員
会
の
特
定
事
件
調
査
事
項
に
つ
い

て
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
の
申
し
出
が
あ
り
ま
す
。 

 

お
諮
り
し
ま
す
。 

 

議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
ご
異
議
あ
り
ま
せ
ん
か
。 
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（
「
異
議
な
し
」
と
呼
ぶ
者
あ
り
） 

議
長
（
立
石
隆
教
） 

異
議
な
し
と
認
め
ま
す
。 

 
し
た
が
っ
て
、
議
会
運
営
委
員
会
委
員
長
か
ら
申
し
出
の
と
お
り
、
閉
会
中
の
継
続
調
査
・
審
査
と
す
る
こ
と
に
決
定
し
ま
し
た
。 

 

以
上
で
、
本
定
例
会
に
付
議
さ
れ
た
案
件
の
審
議
は
、
全
部
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
で
、
平
成
二
十
三
年
小
値
賀
町
議
会
第
二
回
定
例
会
を
閉
会
い
た
し
ま
す
。 

  

― 

午 

前 
 
 

十 

時 
 

零 

分 
 

閉 

会 

― 

 


